
公立学校及び公立病院における 

建設物価の高騰に対する支援について 

 

世界的な原材料価格の高騰、急速な円安の進行、国際情勢の不安定化な

どによる物価高騰により、住民生活及び地域経済は長期間にわたって深

刻な打撃を受けているが、地方自治体においても、公共施設の整備費や維

持管理費等、行政コストの高騰による影響が続いている。 

とりわけ、公共施設の整備費の高騰は、実勢価格が国の補助単価等を大

きく上回る事態も生じており、特にバリアフリー化の推進に伴う学校施

設へのエレベーター設置等や屋内運動場への空調設備設置、病院の建設

について、事業の計画的な遂行に支障をきたす事例も生じている。 

具体的には、国においては、公立小中学校等の学校施設整備について、

バリアフリー法の改正により、バリアフリー化を積極的に進めることと

し、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」により、学校

施設の防災機能強化に重点的に取り組むこととしているが、学校施設環

境改善交付金における補助単価は、現在の物価高騰を十分に反映させた

ものとは言えず、時限的な補助率引上げにかかる措置の期限の満了を控

える事業については、地方自治体における負担が急激に増大する懸念も

生じている。 

また、公立病院の建設改良にかかる病院事業債の元利償還金に対する

繰出金への地方交付税措置について、算定に用いる建築単価が、物価高騰

の影響を受ける実態の建築単価と乖離している。健全な病院経営を確立

し公立病院を持続発展させ、今後も地域において必要な医療提供体制を

確保するためにも、実態に即した財源の確保が必要である。 

このような中、九都県市においては、国の施策と連携しながら、住民が

安心して教育・医療を受けられる環境の整備に全力で取り組んでいるが、

物価高騰の先行きの不確実性はなお高く、多数の公共施設を抱える九都

県市においては、地方自治体の経営努力のみで解決するのは極めて困難

な状況であることから、次の事項を国に要望する。 

 

 



１  学校施設環境改善交付金について、補助単価を実勢に合致したもの

となるよう、更なる引上げを図るとともに、これに伴い必要となる予算

額を確保すること。 

 また、空調整備に係る大規模改造事業における、屋内運動場に空調を

新設する場合の算定割合２分の１の期間を延長すること。 

 

２  公立病院の建設改良にかかる病院事業債の元利償還金に対する繰

出金への地方交付税措置について、算定に用いる建築単価を実勢に合

致したものとなるよう、更なる引上げを図ること。 
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